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１ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の指定
介護保険法に定める居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を実施しようとす

る場合には、岡山県知事に対する指定申請が必要となります。

その際、岡山県が条例で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たしていることが

必要であり、指定を受けてサービスを提供する場合は運営基準に従う必要があります。

【主な関係法令等】

・介護保険法（平成9年法律第123号）

・介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

・介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定め

る条例（平成24年岡山県条例第62号）

※24年度までは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成11年厚生省令第37号）」が適用されていました。

・介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条

例（平成24年岡山県条例第65号）

※24年度までは、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(平成18年厚生労働省令第35号)」が適用されていました。

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示

第127号）

・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企

第25号）

・介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス

等の基準等について（平成25年長寿第1868号）

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養

管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号）

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留

意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)

・岡山県保健福祉部長寿社会課ホームページ（運営：岡山県）

(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/)

各種様式については、長寿社会課のホームページからダウンロードが可能です。

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/
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２ 指定（更新）申請等

指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の指定を受けようとする場

合は、「指定・許可（更新）申請書（様式第１号）」に必要な書類を添付して、事業所の所

在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ「指定（更新）申請」を行います。

なお、みなし指定を受けている事業所(病院・診療所・薬局)は「指定（更新）申請」

は不要です。

また、｢指定（更新）申請｣を行って指定されるまでの間に、申請書に記載された従業

者等に変更がある場合には、原則として申請を取り下げ、再度申請を行っていただくこ

とになります。

「指定（更新）申請」の事務の流れは次のとおりです。

◇指定申請◇

開始月の前々月末日まで 原則１日から事業開始

事前相談 → 指定申請書等受付 → 審査 → 申請書等受理 → 指定通知

県民局 県民局 本庁 本庁 本庁

（１）申請先及び提出部数

事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課(事業者班)へ１部提出してください。

（２）申請から指定までの日数

◇指定申請◇

申請書類を県民局へ提出してから、概ね１ヶ月の審査期間を要します。

当月末日までに申請した場合は、翌々月１日から事業を開始することができます。

(例)H28年7月1日指定の場合

H28年4月：事前相談 → H28年5月末日：申請期限 → H28年6月末：指定通知書発送

＊申請書提出期限の前月には、必ず電話予約の上で事前相談を行ってください。

①相談先 事業所所在地を所管する県民局

②相談者 事業者（管理者同席が望ましい）

＊申請書の補正等が必要な場合がありますので、遅くとも申請期限の１週間前には県民局に

申請してください。

＊申請書類等の審査期間については、事業者の方が書類等の不備を補正している期間は除か

れます。
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（３）提出書類

①「指定、更新申請」･･･居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導共通

提出書類 記載上の留意点等

指定・許可(更新)申請書 ◎「申請者」の「氏名（名称）」欄には、法人の場合は法人の名称を、

（様式第１号） 個人の場合は開設者個人の氏名を記載。

◎その他の注意事項は、様式欄外の「備考」を参照のこと。

居宅療養管理指導・介護 ◎記載事項については、運営規程等と照合すること。

予防居宅療養管理指導事

業者の指定に係る記載事

項（付表５）

申請者（開設者）の定款、◎法人以外の者が開設する病院・診療所については不要。

寄附行為等 ◎定款変更の許可が必要なものは許可済であること。

◎定款は原本証明をすること。

申請者（開設者）の登記 ◎法人以外の者が開設する病院・診療所については不要。

事項証明書、条例又は指 ◎申請に係る事業を実施する旨の記載があること。

定管理協定書等

病院の使用許可証、診療 ◎病院又は診療所の場合に添付。

所の使用許可証又は届出 【参考】添付する使用許可証・届出書

書等の写し 病院 知事の使用許可証の写し

介護保険法施行規則 医師以外の者(法人等) 保健所長の使用許可証の写し

第126条による｢使用 が開設する診療所

許可証等｣の添付 医師の開設する診療所 保健所へ提出した診療所開設届の写し

薬局の開設許可証又は申 ◎薬局の場合に添付。

請書等の写し

指定訪問看護事業所及び ◎訪問看護ステーションの場合に添付。

指定介護予防訪問看護事

業所指定通知書又は申請

書等の写し

資格証等の写し ◎居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を行う従業者の資格

証の写しを添付。

管理者経歴書 ◎事業開始予定日に当該事業所の管理者であることを記載する。

（参考様式２） ◎当該事業に関する資格を有する場合は記載する。
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提出書類 記載上の留意点等

事業所の位置図 ◎住宅地図の写し等を利用し、事業所の所在地が特定できるよう、色塗

り等により明確にする。

事業所の平面図 ◎用途を明示した図面（設備、備品の配置位置を記載）

（参考様式３）

事業所の写真 ◎事業所の外観及び内部の様子が分かる写真（各２方向以上）を添付。

（工事中は不可） ※Ａ４用紙に貼付のこと。

※設備、備品の配置位置が分かる写真も貼付。

運営規程 ◎次の内容について、具体的かつ分かりやすく定める。

（参考様式５） １事業の目的及び運営の方針

２従業者の職種、員数及び職務内容

３営業日及び営業時間(年間の休日も含めて定める)

４指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

※利用料その他の費用の額については、料金表を添付する等、具体

的に定めること。

５その他運営に関する重要事項

利用者からの苦情を処理 ◎公的機関の苦情相談窓口として、少なくとも「岡山県国民健康保険団

するために講ずる措置の 体連合会」、「保険者」（通常の事業の実施地域）は記載すること。

概要（参考様式６）

誓約書 ◎法人所在地・名称、代表者職・氏名を記入し、押印する。

（参考様式９－１） ※誓約に係る役員等の範囲は役員及び管理者であること。

役員名簿 ◎当該法人の役員全員を記載。

（参考様式９－２） ※登記事項証明書の記載内容と照合すること。

※書類は原則として日本工業規格Ａ４版とする。

※既に指定訪問看護事業者又は指定介護予防訪問看護事業者として指定を受けている訪問看護ス

テーションが指定居宅療養管理指導又は指定介護予防居宅療養管理指導の指定（更新）申請を行

う場合には、次の書類の提出を省略できます。

・申請者（開設者）の定款、寄附行為等

・申請者（開設者）の登記事項証明書、条例又は指定管理協定書等

・事業所の位置図

・事業所の平面図（参考様式３）

・事業所の写真

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式６）

・誓約書（参考様式９－１）

・役員名簿（参考様式９－２）
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３ 変更の届出 ･･･居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導共通

既に申請、届出している事項に変更を生じた場合、１０日以内に変更の届出が必要です。

なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に県民局の健康福

祉課（事業者班）と協議する必要があります。

また、同時に複数の項目の変更を届出する場合には、重複する書類は省略できます。書類の

詳細については、「指定、更新申請」の添付書類を御参照ください。

変更の届出は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ１部提出して

ください。みなし指定を受けている事業所(病院・診療所・薬局)は、県庁保健福祉部長寿社会

課（事業者指導班)へ１部提出してください。

変更の届出が必要な事項 提出書類

事業所の名称 ①変更届（様式第３号）

②付表５

③運営規程（参考様式５）

事業所の所在地 ①変更届（様式第３号）

②付表５

③事業所の位置図（住宅地図の写し等）

④事業所の平面図（参考様式３）

⑤運営規程（参考様式５）

⑥病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出書等の写し

※病院又は診療所の場合に添付。

⑦薬局の開設許可証又は届出書等の写し

※薬局の場合に添付。

⑧指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所指定通知書

又は届出書等の写し

※訪問看護ステーションの場合に添付。

申請者（開設者）の名称・ ①変更届（様式第３号）

主たる事務所の所在地 ②申請者（開設者）の定款又は寄附行為（原本証明が必要）

③申請者（開設者）の登記事項証明書等

代表者の氏名、住所等 ①変更届（様式第３号）

②申請者（開設者）の登記事項証明書等

③誓約書（参考様式９－１）

※住所変更のみの場合は②、③は不要。
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変更の届出が必要な事項 提出書類

定款、寄附行為及び条例等 ①変更届（様式第３号）

(当該事業に関するものに限 ②申請者（開設者）の定款又は寄附行為（原本証明が必要）

る) ③申請者（開設者）の登記事項証明書等

※市町村の場合は事業所の設置条例、指定管理者の場合は指定管

理協定書（原本証明が必要）を添付。

事業所の建物の構造、専用 ①変更届（様式第３号）

区画等 ②事業所の平面図（参考様式３）

③事業所の写真（各２方向以上、Ａ４用紙に貼付のこと）

※設備、備品の配置位置図又は配置位置の分かる写真を添付。

※病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所について

は、使用許可事項の変更許可が必要です。

事業所の管理者の氏名、住 ①変更届（様式第３号）

所等 ②付表５

③資格証等の写し

④管理者経歴書（参考様式２）

⑤誓約書（参考様式９－１）

⑥就任承諾書（参考様式１１）又は辞令の写し

※住所変更のみの場合は③、⑤、⑥は不要。

運営規程 ①変更届（様式第３号）

②変更後の運営規程

③付表５

※記載事項に変更がある場合添付。

提供する居宅療養管理指導 ①変更届（様式第３号）

（介護予防居宅療養管理指 ②変更後の運営規程

導)の種類 ③付表５

役員の氏名、住所等 ①変更届（様式第３号）

②誓約書（参考様式９－１）

③役員名簿（参考様式９－２）

※変更のあった役員のみの記載で可。

※変更届出書の「変更前」欄に退任した役員の氏名を、「変更後」

欄に就任した役員の氏名を記載すること。

※住所変更のみの場合は②、③は不要。

※書類は原則として日本工業規格Ａ４版とする。



- 7 -

４ 廃止・休止・再開の届出･･居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導共通

事業を廃止又は休止しようとする場合は１月前までに、再開した場合は１０日以内に届出が

必要です。 書類の詳細については、「指定、更新申請」の提出書類を御参照ください。

届出は、事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課（事業者班）へ１部提出してください。

みなし指定を受けている事業所（病院・診療所・薬局）は、県庁保健福祉部長寿社会課（事

業者指導班）へ１部提出してください。

届出が必要な事項 提出書類

廃止又は休止 廃止（休止）届出書（様式第４号）

再開 ①再開届出書（様式第３号の２）

②付表５

③資格証等の写し

④管理者経歴書（参考様式２）

⑤事業所の平面図（参考様式３）

⑥事業所の写真

※書類は原則として日本工業規格Ａ４版とする。

※事業を再開する場合、休止期間・休止状況等によっては、上記以外の書類が必要になる場合も

ありますので、事前に各県民局健康福祉課（事業者班）へお問い合わせください。

みなし指定を受けている事業所（病院・診療所・薬局）は、県庁保健福祉部長寿社会課（事業

者指導班）へお問い合わせください。

５ みなし指定について

病院、診療所、薬局が健康保険法の規定による保険医療機関等の指定を新たに受けたときに、

介護保険法第７１条第１項の規定により、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の

指定があったものとみなされるため、指定申請は不要です。

みなし指定を不要とする場合は、「指定を不要とする旨の申出書（様式第２号）」を県庁保健

福祉部長寿社会課（事業者指導班）へ１部提出してください。

ただし、指定を不要とする旨の申出をした後に、再度指定を受けようとする場合には、通常

の指定申請の手続が必要となります。
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６ 指定の更新について

事業所は、６年ごとに指定の更新を受ける必要があります。(みなし指定を受けた事業所を

除く。)

指定更新申請は、新規申請と同じく、指定日から６年を経過する更新の日の前々月末日まで

に、指定更新申請書に必要な書類を添付し、事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課（事

業者班）へ１部提出してください。

指定更新申請に必要な書類の詳細は、指定申請時に添付する書類を参照してください。

なお、１０頁の（３）提出書類等一覧の指定更新申請の欄に、△で表示されている書類につ

いては、既に指定（更新）申請、変更届出等に添付して提出しているものと変更がない場合に

は省略できます。

添付書類を省略する場合には、指定更新申請時に、「指定更新申請に係る書類等省略に関す

る申告書」を提出してください。

同一の事業所において、居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導を一体的に実施して

いる場合には、事業者の希望により、介護予防居宅療養管理指導の指定有効期間満了日を居宅

療養管理指導の指定有効期間満了日と同一日に変更することが可能です。手続きは次のとおり

です。

①当該手続は、居宅療養管理指導の指定更新申請と同時に行うこと。

②介護予防居宅療養管理指導を居宅療養管理指導の指定有効期間満了日で廃止する旨の届出

(様式第４号)を行うこと。

③提出書類

・居宅療養管理指導に係る指定更新申請書類一式

・介護予防居宅療養管理指導に係る指定・許可申請書（様式第１号）

・介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式９－１)

・その他（居宅療養管理指導に係る更新申請書類と重複しない書類）

例：居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導の運営規程を別々に定めている場合

の介護予防居宅療養管理指導運営規程

上記の手続により、介護予防居宅療養管理指導は、廃止及び新規指定となりますが、居宅療

養管理指導と介護予防居宅療養管理指導の更新時期を合わせることを目的に行う事務処理であ

るため、事業所番号の変更は行われません。
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７ その他

（１）「介護サービス情報の公表」制度について

介護サービス事業者は、介護保険法第１１５条の３５の規定により、サービスの提供を開始

しようとするときに、その提供する介護サービスに係る情報の公表が義務付けられました。

公表に係る詳細については、岡山県保健福祉部長寿社会課ホームページをご覧ください。

(http://www.pref.okayama.jp/page/detail-7669.html）

（２）生活保護法等による指定介護機関の取扱いについて

平成２６年７月１日から、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援

事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業の指定・許可を受けた場合には、生活保護法

並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に定められた指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。

岡山市及び倉敷市以外の指定介護保険事業所・施設で、生活保護法等の指定介護機関としての指

定を不要とする場合に限り、次の岡山県保健福祉部障害福祉課のホームページをご覧になり、所定

の申出書を障害福祉課保護班へ提出してください。

http://www.pref.okayama.jp/page/388554.html

（３）様式一覧

各種様式については、長寿社会課のホームページからダウンロードが可能です。

岡山県保健福祉部長寿社会課ホームページ

（http://www.pref.okayama.jp/page/detail-11845.html）

〈指定・更新申請等〉

・指定・許可（更新）申請に係る自己点検表

・指定・許可（更新）申請書（様式第１号）

・居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業者の指定に係る記載事項（付表５）

・管理者経歴書（参考様式２）

・事業所の平面図（参考様式３）

・運営規程（参考様式５）

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式６）

・誓約書（参考様式９－１）

・役員名簿（参考様式９－２）

・指定を不要とする旨の申出書（様式第２号）

・指定更新申請に係る書類等省略に関する申告書

〈変更の届出〉

・変更届出書（様式第３号）

・就任承諾書（参考様式１１）

〈廃止・休止・再開の届出〉

・廃止（休止）届出書（様式第４号）

・再開届出書（様式第３号の２）

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-7669.html
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-7669.html

